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１. はじめに 

近年、熱中症による搬送者数が著しい増加傾向にあり1、国民生活に大きな

影響を及ぼしている。気候変動の影響を考慮すると、今後も、熱中症により

1,500 人以上が死亡した平成 30 年の夏のような災害級とも言える暑さが懸

念され2、熱中症対策は気候変動への適応の観点からも極めて重要である。 

これまで、気象庁の高温注意情報や環境省の暑さ指数（WBGT）によって国

民に注意を呼びかけられてきており、「熱中症」への対策についての国民の

意識は高まってきていると思われる。しかしながら、熱中症による死亡者数

や救急搬送者数は引き続き多い状態が続いていることから、国はどのように

情報を発信し、国民の効果的な予防対応行動に繋げるかが課題となっている。 

このような背景を踏まえ、環境省及び気象庁は連携し、熱中症の予防対策

に関する情報を国民に向けて効果的に発信することで、国民への注意喚起を

強化し、熱中症予防のための行動に繋げることを目指すこととした3。 

このため、「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

（以下、検討会）において、熱中症予防対策に係る効果的な情報発信につい

ての詳細の検討を行っている。これまでの検討を踏まえ、今般、先行実施に

あたり、中間的なとりまとめを行った。 
 

 

２. 環境省及び気象庁における取組の概要 

環境省・気象庁が連携して、国民に向けた熱中症の予防と対策に関する

情報を効果的に発信するために、環境省の「暑さ指数（WBGT）」（熱中症救

急搬送者数との高い相関がある）と気象庁の「高温注意情報」（確立された

伝達経路を持つ）の両者の強みを活かした新たな情報発信を行っていくこ

ととされている。 

この情報発信について、令和２年度夏（７～10 月）は一部地域（関東甲

信地方の１都８県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

神奈川県、山梨県、長野県））で「高温注意情報」の発表基準を暑さ指数に

換え、「熱中症警戒アラート（試行）」（以下、アラート）として先行実施を

行い（関東甲信地方以外については従来の気温を基準とした高温注意情報

を継続）、その検証を踏まえ、令和３年度からは高温注意情報に代えて、新

たな情報として全国で本格運用される予定である。 

                                                   
1 2010 年以降毎年５万人程度で推移していたところ、2018 年には 9 万 5 千人超、2019 年には

７万１千人超の搬送者数が報告されている。（消防庁報告より） 
2 令和元年夏の熱中症による死者は 1,100 人以上と報告されている。（厚生労働省人口動態統計

より） 
3 令和 2 年 3 月 13 日付の環境省及び気象庁の報道発表資料より。 
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３. 熱中症予防対策に係る効果的な情報発信について 

熱中症予防対策に資する効果的な情報発信について、第１回及び第２回

の検討結果は以下のとおりである。 

 

（１）基本的な考え方 

熱中症予防対策に資する新たな情報発信であるアラートについては、以下

のような考え方を踏まえ、検討を進めることが適当である。 

 熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、アラートが、その

危険性に対する国民の「気づき」を促し、予防対応行動に繋がるものとなる

よう設計する必要がある。 

 熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、効果的にアラート

が活用されるよう、適切な頻度となるよう設定する必要がある。頻繁にアラ

ートが発表されると、国民に慣れが生じ、かえって国民の予防対応行動に繋

がらないおそれがあることから、真にアラートが必要な時に限って効果的に

発表されるべきである。 

 アラートについて周知する際には、アラートを受けてどのような予防対応行

動をとるべきかについての情報も、併せて周知する必要がある。その際、情

報の受け手によってアラートが発表された際に取るべき行動は異なること

から、受け手の特性に応じた配慮も必要である。 

 アラートは、受け手が理解しやすい内容となるよう、呼びかける内容や伝え

る内容を単純化する、具体的に取るべき予防対応行動を含める、名称や色づ

かいをわかりやすいものとする、等の工夫を行う必要がある。 

 熱中症対策については、アラートだけでなく、環境省や各主体が測定する

「暑さ指数」や、他の様々な情報と組み合わせて、より一層推進すること

が重要である。 

 国民や様々な関係団体（特に学校関係や医療・保健・福祉関係）に情報が届

き、実際の対策に結びつくように、関係省庁、自治体、報道機関、その他民

間企業等にアラートの周知や活用について協力いただくよう呼びかける必

要がある。 

 

（２）今夏の先行的実施（関東甲信地方（１都８県））と検証 

令和２年７月から関東甲信地方（１都８県）で予定している今夏の先行的

実施については、以下のような形で進めることが適当である。 

(ア) 発表概要（運用方法等）について 

 令和２年度夏においては、これまでの高温注意情報の発表基準を暑さ指数

に換え、「熱中症警戒アラート（試行）」として先行的に情報発表を実施す

る。 
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 １都８県内のいずれかの環境省の暑さ指数算出地点で暑さ指数が 33℃以上

となることが予想された場合に、当該都県を対象にアラートを発表する。 

 アラートの発表基準は暑さ指数 33℃以上としても、暑さ指数 31℃以上にお

ける熱中症の危険性について、引き続き国民に注意を促す必要があることか

ら、国民にアラートが出なければ安全と誤解をされることのないよう、従来

の取組を最大限活用し、効果的な熱中症予防・対策の周知に努める。 

 アラートは都県単位で発表し、該当都県内の主な環境省の暑さ指数の算出地

点ごとに予想される暑さ指数も参考に情報提供する。その際は、国民のわか

りやすさも重視する（例えば「℃」の表記を取るなど工夫も検討する）。 

 アラートは報道機関の夜及び朝のニュースの際に報道されることを想定し、

前日 17 時及び当日朝５時に最新の予測を元に発表する。 
 アラートは熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとするべきである

ことから、頻繁に発表・解除を繰り返すと情報の効果を損ねるため、一度発

表したアラートはその後の予報が変化し基準を下回っても取り下げない。 

 

（イ）情報発表時の国民の日常生活・運動における行動例について 

 アラートが発表された際に国民がどのような行動をとるべきか、例を示

し、事前に周知する。行動例を整理し、ホームページで示すだけでなく、

自治体や報道機関を通じた周知をお願いする等の取組に努める。 

 

（ウ）検証について 

 協力をいただける自治体や団体等とも相談をしながら、熱中症予防対策に

関する住民等へのアンケートやヒアリングを行い検証に役立てる。 

 令和２年度の先行的実施は関東甲信地方のみで実施するが、令和３年度の全

国展開を見据え、他地域についても暑さ指数等のデータの分析や検証を行い、

各地方におけるアラート発表基準等の検討に役立てる。 
 

（３）今後の検討課題（令和３年度からの全国展開を見据えて） 

  令和３年度からの全国展開を見据えて、今後検討を続けていくべき課題に

は次のようなものがあると考えられる。 

(ア) 発表概要（運用方法等）について 

（i）アラートの発表基準 

 季節（梅雨明けの時期等）や地域特性（例えば北海道と沖縄の差等）、暑さ

の持続時間／日数／変化率等を考慮した指標については、今後の検討課題と

する。 

 アラートの対象とする地域単位について、都道府県単位よりも細かい単位を

設定することについては、その実現可能性や情報の受け手に対する効果も加
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味し今後の検討課題とする。 

 適中率や補足率4を上げるための方法については、引き続き検討する。 

 

（ⅱ）アラート発表のタイミング 

 アラートを発表するタイミング（先行実施では、前日 17 時と当日朝５時）

については、先行実施を踏まえ引き続き検討する。 

 当日の実況値に基づくアラートの発表については、その必要性も含め、予防

対策の効果を確かめたうえで今後の検討課題とする。 

 

（ⅲ）アラートを発表する際に呼びかける内容 

 アラートを発表する際に呼びかける内容については、先行実施の検証を踏ま

え、令和３年度に向けて引き続き検討する。 

 高齢者や子供、障害者等の熱中症のリスクが高い方等に対する配慮について

は、今後の検討課題とする。 

 

（ⅳ）情報の伝達方法・経路について 

 名称や色づかい等については、情報の受け手である国民が理解しやすいもの

となるよう、令和３年度からの全国での本格実施に向け、引き続き検討する。 

 アラートの伝達については、各種団体に協力を呼びかけ、メールやアプリ、

ホームページ、デジタルサイネージ等の様々な媒体を活用することが望まし

い。具体的な方法については引き続き検討する。 

 

（イ）情報発表時の国民の日常生活・運動における行動例について 

（アラートの発表をどのような国民の予防対応行動につなげるか） 

 アラートが発表された際に国民がどのような予防対応行動をとるべきかに

関する情報の内容や周知方法については、令和３年度の本格実施に向けて、

先行実施も踏まえ、関係省庁や自治体等とも相談をしながら、引き続き検討

する必要がある。 

 

 

４. 最後に 

 環境省及び気象庁には、本報告書を踏まえ、令和２年度の先行実施にし

っかりと取り組んでいただきたい。本検討会では、秋以降にその状況を踏

まえ、令和３年度からの本格運用に向けた検証を行っていきたい。 

                                                   
4 適中率は、アラート発表時に熱中症による救急搬送が多く発生した割合。捕捉率は、救急搬

送が多く発生した時にアラートを発表していた割合。 
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「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 
 

１．構成員等 

（委員）  （敬称略。五十音順。◎は座長。） 

朝比奈徳洋 株式会社セレスポ執行役員事業支援部副部長 

井田 寛子 気象予報士 

井上 保介 総合大雄会病院副院長救命救急センター救命救急科 

小川 謙司 東京都環境局地球環境エネルギー部長 

◎小野 雅司 国立環境研究所環境リスク・健康研究センター客員研究員 

川原 貴  日本スポーツ協会スポーツ医・科学委員会委員長 

小林 教子 熊谷市市民部長 

日下 博幸 筑波大学計算科学研究センター教授 

戸田 芳雄 学校安全教育研究所代表 

中井 誠一 京都女子大学名誉教授 

橋爪 尚泰 日本放送協会報道局災害・気象センター長 

堀江 正知 産業医科大学副学長 

松尾 良太 一般社団法人日本イベント産業振興協会常務理事(兼)事務局長  

松本 吉郎 公益社団法人日本医師会常任理事 

松本 孝朗 中京大学スポーツ科学部スポーツ健康科学科教授 

三宅 康史 帝京大学医学部救急医学講座教授・附属病院高度救命救急センター長 

目々澤 肇 東京都医師会理事（目々澤醫院院長)  

 

（事務局） 

環境省、気象庁 

 

 

２．令和２年度開催状況 

 第１回 ４月 22 日（水）13:30-15:30 ウェブ開催 

 第２回 ５月 27 日（水）15:00-17:00 ウェブ開催 

 

 

３．資料 

 第１回検討会資料 

 第２回検討会資料 



 

令和２年度第１回 

「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 

議事次第 

令和２年４月 22 日 13:30-15:30 WEB 開催 

 

１．開会 

 

２．議題 

（１）開催趣旨と現行の取組について  

（２）「熱中症警戒アラート（仮称）」（案）について  

  ①発表システム（概要や運用方法等）について 

  ②情報の伝達方法・経路について 

  ③情報発表時の国民の日常生活・運動における注意事項について 

（３）「今夏の先行実施と検証」（案）について 

（４）その他 

 

３．閉会 

 

＜配付資料＞ ※（）内はページ番号 

（２）資料１－１ 「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」開催要綱 

（４）資料１－２ 委員一覧 

（５）資料１－３ 現行の取組について 

（６）資料１－３－１ 現在の暑さ指数（WBGT）について 

（28）資料１－３－２ 現行の高温注意情報について 

（29）資料１－４ 熊谷市の熱中症予防情報発信システムについて 

（30）資料２  「熱中症警戒アラート（仮称）」（案）について 

（47）資料３  「今夏の先行実施と検証」（案）について 
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「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」開催要綱 

 

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 日 

環境省大臣官房環境保健部長決定 

気 象 庁 予 報 部 長 決 定 

 

１ 開催目的 

近年、熱中症搬送者数が著しい増加傾向にあり、国民生活に大きな影響を及

ぼしている。気候変動の影響を考慮すると、今後も、熱中症による死亡者 1500

人超を出した平成 30 年の夏のような災害級とも言える暑さが懸念され、熱中症

対策は気候変動への適応の観点からも極めて重要である。 

これまで、気象庁の高温注意情報や環境省の暑さ指数（WBGT）によって国民

に注意を呼びかけてきており、「熱中症」への対策についての意識は高まってき

ていると思われる。一方、熱中症による死亡者数や救急搬送人員数は引き続き

多い状態が続いていることから、国としてどのように情報を発信し、国民の効

果的な行動に繋げるかが課題となっている。 

 そこで、熱中症予防対策に係る効果的な情報発信について検討するため、有

識者で構成された「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

（以下「検討会」という。）を環境省と気象庁が共同で開催するものである。 

 

２ 検討内容 

 ①熱中症予防対策に資する情報発信の課題や効果的な方法及びその検証 

②情報が発表された場合に期待される具体的な予防対応行動 

③その他熱中症対策に資する効果的な情報発信に関する事項 

 

３ 組織 

（１） 検討会は、検討事項に関連する有識者の中から環境省大臣官房環境保健部

長及び気象庁予報部長の両部長が委嘱する委員をもって構成する。 

（２） 検討会に座長を置き、座長は委員の互選により定め、検討会の議事運営に

当たる。 

（３） 座長は、検討会に、委員の代理者の出席を認めることができる。 

（４） 座長は、検討会に、必要に応じてオブザーバーの参加を認めることができ

る。 

（５） 座長は、検討会に、必要に応じて専門家等を説明員として出席させること

ができる。 

（６） 本検討会の事務は、環境省と気象庁が共同で行う。なお、検討会を円滑に

運営するため、当該事務の一部を委託先等において処理させることができる。 
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NAGATA10
テキストボックス
資料１－１



 

 

  

４ 公開等 

 本検討会は原則として公開とするが、個人情報の保護、知的所有権の保護等

の観点から座長が必要と判断する際には、資料を含む会議の一部又は全部を非

公開とすることができる。 

 検討会の資料及び議事要旨については、非公開とされたものを除き検討会終

了後、ホームページ等により公表する。 

 

５ 開催予定 

  本委員会は、年２～４回程度の開催を見込む。 

 

６ その他 

 その他本検討会の開催に当たり必要な事項は、座長の承認を受けて定める。 
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資料１―２ 

「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 

令和２年度 委員一覧 

 

 

 

朝比奈徳洋 株式会社セレスポ執行役員事業支援部副部長 

井田 寛子 気象予報士 

井上 保介 総合大雄会病院副院長救命救急センター救命救急科 

小川 謙司 東京都環境局地球環境エネルギー部長 

小野 雅司 国立環境研究所環境リスク・健康研究センター客員研究員 

川原 貴 日本スポーツ協会スポーツ医・科学専門委員会委員長 

小林 教子 熊谷市 市民部長 

日下 博幸 筑波大学計算科学研究センター教授 

戸田 芳雄 学校安全教育研究所 代表 

中井 誠一 京都女子大学名誉教授 

橋爪 尚泰 日本放送協会報道局災害・気象センター長 

堀江 正知 産業医科大学産業生態科学研究所所長 教授 

松尾 良太 一般社団法人日本イベント産業振興協会常務理事(兼)事務局長 

松本 吉郎 公益社団法人日本医師会 常任理事 

松本 孝朗 中京大学スポーツ科学部スポーツ健康科学科教授 

三宅 康史 帝京大学医学部救急医学講座教授・附属病院救命救急センター長 

目々澤 肇 東京都医師会理事（目々澤醫院院長)  

 

（敬称略） 
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資料１－３ 

現行の取組について 

 

令和２年４月 22 日 

気象庁・環境省 

  

現在、気象条件に応じた熱中症予防に関連した国の情報提供には以下の２種類

がある。 

 暑さ指数（WBGT）：環境省 

 高温注意情報：気象庁 

 

 

それぞれ次のようなメリット（○）・デメリット（●）が指摘されている。 

 暑さ指数（WBGT）： 

○ 熱中症の救急搬送人員数と相関が高く、ISO で国際的に規格化されてい

る。 

○ 各種団体等において、具体的な対策行動が示されている。 

● 国民の間の認知度が低い。 

● 環境省のホームページで掲載しているが、プッシュ型の伝達経路がほと

んど活用されていない。 

 

 高温注意情報： 

○ 基準が明確でわかりやすい。 

○ 自治体や報道機関への伝達経路が確立されている。 

● 発表基準（最高気温 35 度以上）が必ずしも熱中症の救急搬送人員数と

相関していない。 

● 具体的な対策行動とセットではないため、活用しにくい。 

● 発表回数が多く情報の重要性が薄れてしまっている。 

 

 

 

 

 

それぞれのメリットを活かし、より効果的な情報発信を確立したい。 
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1 
 

現在の暑さ指数（WBGT）について 

 

 

１．暑さ指数（WBGT）【実況値※】の算出方法について 

 環境省にて提供している暑さ指数（WBGT）の算出方法は４通り 

 実測値（11 地点）―黒球温度を測定 

 実況推定値―湿度あり、日射量あり（44 地点） 

 実況推定値―湿度あり、日射量なし（98 地点） 

 実況推定値―湿度なし（687 地点） 

※実況値＝実測値及び実況推定値 

 

２．暑さ指数（WBGT）【予測値】の算出方法について 

 気象庁数値予報による予測 

 実況データによる修正 ―直近の時刻を上書き修正 

 

 

３．実況値と予測値の差 

 各地点の地形や立地条件によって差が見られる 

 

 

４．暑さ指数（WBGT）を用いた指針について 

 運動に関する指針（日本スポーツ協会） 

―暑さ指数（WBGT）31℃以上を「運動は原則中止」 

 日常生活に関する指針（日本生気象学会） 

―暑さ指数（WBGT）31℃以上を「危険」 

 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値（厚生労働省） 

 農作業と暑さ指数について（農林水産省） 

 

 

＜現時点の暑さ指数（WBGT）公表までの流れ＞ 

資料 1-3-1 

気象庁観測データ 
(一部環境省観測) 

環境省 
暑さ指数

（WBGT）算出 

環境省 
暑さ指数

（WBGT）公表 
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WBGT（暑さ指数）算出手法別 地点名・地点数

1

観測値
推定
値

地点
数

北海道 東北 関東甲信 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 沖縄

実測値
（手法1）

気温、相対
湿度、黒球
温度

11 札幌 仙台 東京 新潟 名古屋 大阪 広島 高知 福岡、鹿児島 那覇

実況推定値
（手法２）

気温、相対
湿度、全天
日射量、風
速

44

旭川、網走、
浦河、帯広、
根室、函館、
稚内、室蘭
(8)

青森、秋
田、酒田、
福島、盛
岡、山形
(6)

宇都宮、大
島、甲府、つ
くば、父島、
銚子、八丈
島、前橋(8)

富山、
福井、
輪島
(3)

静岡
(1)

潮岬、
奈良、
彦根、
舞鶴
(4)

下関、松
江、山口
(3)

高松、
松山
(2)

厳原、大分、熊
本、佐賀、長
崎、名瀬、宮崎
(7)

宮古島、
石垣島
(2)

実況推定値
（手法
２’）

気温、相対
湿度、日照
時間、風速

98

岩見沢、江
差、雄武、小
樽、北見枝
幸、釧路、倶
知安、寿都、
苫小牧、羽
幌、広尾、紋
別、留萌(13
)

石巻、大船
渡、小名
浜、白河、
新庄、八
戸、深浦、
宮古、む
つ、若松
(10)

飯田、勝浦、
軽井沢、河口
湖、熊谷、諏
訪、館山、秩
父、千葉、長
野、奥日光、
松本、水戸、
三宅島、横浜
(15)

相川、
金沢、
高田、
敦賀、
伏木
(5)

網代、伊良
湖、石廊
崎、上野、
御前崎、尾
鷲、岐阜、
高山、津、
浜松、三
島、四日市
(12)

京都、
神戸、
洲本、
豊岡、
姫路、
和歌山
(6)

岡山、
呉、西
郷、境、
津山、鳥
取、萩、
浜田、福
山、米子
(10)

宇和島、
清水、宿
毛、多度
津、徳
島、室戸
岬
(6)

阿久根、油津、
飯塚、牛深、雲
仙岳、沖永良
部、佐世保、種
子島、延岡、日
田、人吉、平
戸、福江、枕
崎、都城、屋久
島
(16)

西表島、
久米島、
名護、南
大東、与
那国島
(5)

実況推定値
（手法３）

気温、日照
時間、風速

相対
湿度

687 140 129 94 46 49 48 59 34 80 8

WBGT(暑さ指数）の実況値について
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2

黒球温度 気温 湿度 気圧 全天日射量 日照時間 風速 数値予報

実
測
値

1（東京）
手法1

10
手法1

実
況
推
定
値

44
手法2

98
手法2‘

687
手法3

計840

環境省にてデータ観測

環境省にてデータ観測している範囲

気象庁公開データを使用

データ
使用無

データ
使用無

データ
使用無

他地点
の湿度
使用
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WBGT
WBGT

24 WBGT
WBGT

WBGT 25
 

11
WBGT  

143
WBGT C 6  

840 28-
30 WBGT  

 
WBGT
2.1(4) WBGT 2-3

WBGT
 

WBGT Tw×0.7 Tg×0.2 Ta×0.1 2.1  
Tw  
Tg  
Ta  

Tw Iribarne J. V. and W. L. Godson 1981 Ta

Td p  
Tw Tw(1)  

Tw(1) Ta×f×p Td× f×p  2.2  
s e e T ―T      

es  exp C0 C1×Ta C2 Ta     
ed  exp C0 C1×Td C2 Td   
C 26.66082 C 0.0091379024 C 6106.396 
f 0.0006355(K-1) Cp/(L×ε) Cp 1004 JK-1Kg-1  
L 2.54×106 JKg-1 ε 0.622 

Tw(2)  
Tw(2) Tw(1) de der 2.3  

 de  f×p× T ―T e e  
der  e × C ―C Tw2 f×p    

25
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0.1 Tw

Tw  
Td( T ( (%)

e  
H(%) e e ×100 2.4  

e 6.1078 × 10  ((Td×A)/(Td+B))  
es 6.1078 × 10  ((Ta×A)/(Ta+B))  

     A = 7.5 B = 237.3  
       A = 9.5 B = 265.5  

T  
T C C C  2.5  

C log10 H/100 C T ×A×B B T  
C C ×B C C A×B B T  
 

WBGT 2-5  

 
WBGT

 
25 WBGT

 
WBGT Ta H [ 10 ] SR

kW/m2 WS m/s
 

26
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KANRI04
テキストボックス

KANRI04
テキストボックス
（手法１）

KANRI04
取り消し線



 

WBGT 0.735×Ta 0.0374×H 0.00292×Ta×H 7.619×SR 
4.557×SR2 0.0572×WS 4.064 ( 2.6) 

24  
6 2010 (2.7)  

Tg  Ta―0.17 0.029×SR 0.48×WS1/2 1.27×10-5×SR2 ( 2.7) 
Tg Ta SR W/m2  

WS (m/s) 
2-8

(2.6) WBGT  
 

WBGT 2-6  

( ) ( )  
 

 

 

 

WBGT  

 

 

( )   
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KANRI04
テキストボックス

KANRI04
テキストボックス
（手法２）



 

 
21

WBGT  
 

C-3
S0(W/m2) sun S1(W/m2)

 
S1 S0  c sun=0  

S0  1 a×exp( b×sun) sun=1 10 ) ( 2.8) 
a b c 2009 1.3 0.19

4.0  
WBGT 2-7  

WBGT

153
840

MSM 2-9 (33 )
154 24

 
 

MSM
P

O
i  P

i
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KANRI04
テキストボックス

KANRI04
テキストボックス
（手法２’）
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KANRI04
テキストボックス

KANRI04
テキストボックス
（手法３）



 

WBGT
WBGT

WBGT 2019 4 19 10 14
2-9

WBGT 840  
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WBGT WBGT
WBGT 2-10 

WBGT IP
2-4

WBGT 2019 4 19 10 14
WBGT 2-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1  1  JMA  
GPV*1 GSM  4  GSM  
GSM*2  4  GSM  
GSM  4  GSM  

 10   
GPV  (MSM*3) 8  MSM 

MSM *4  8  MSM  
MSM  8  MSM  

GPV 1   
WBGT  1   

33
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*1 GPV Grid Point Value  

 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-1.html 

http://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/nwp/outline2013-nwp/index.htm 

*2 GSM Global Spectral Model  

20km

1 4 21 264

132 GSM  

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-5.html 

*3 MSM Meso-Scale Model  

5km

1 8 39 MSM

 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/1-3-6.html 

*4  

GPV
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WBGT
WBGT (2.2(1)) (2.1) (2.6) WBGT

2-11 GSM
MSM

GPV
GRIB2

DVD C-5  
 

  GSM-GPV( ) 
 9 00UTC 1 13  13  
15 06UTC  19  19  
21 12UTC  1  1  
 3 18UTC  7  7  

 
2-10(a)

2
2-10(b)  
 

4  8  21  
9 14  3  
15 20  9  
21 22  15  

                                                   
1 UTC: Universal Time Coordinated ( ) 
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WBGT

840 1  
(2.1) (2.7) WBGT 1

WBGT 3
WBGT WBGT WBGT

 
 

Ta WS p  
Ta WS

p
1

 
 

SR  
29 12 30

 
29 DVD C-3
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KANRI04
テキストボックス



 

 
(1994) n 0 1 nL S

Sdf  
Sd y×Sdf 2.13  

y 1.70×log10(1,22-1.02×x) 0.521×x 0.846  (n 0.3) 
 1    (n 0.3) 
x n 0.4×exp 3nL  

 
0.0 99.9

GPV
 

H  
GSM

154 GSM
GSM

154
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WBGT 11
WBGT

WBGT
2-12  

 
n WBGT i

WBGT  

ΔWBGT(ti)
0

)(
nj

ijij bta WBGT  ( 2.14  

ΔWBGT(ti) i WBGT  
aij,bi  
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KANRI04
テキストボックス



 

WBGT
2019 4 19 10 14 WBGT 1

2019 840
24 30 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
WBGT 2.1(4) WBGT 2-4

IP

2-13

DVD E-2  
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気象庁が発表する熱中症対策に関連する情報

○２週間前からの気温に関する情報の提供を開始

○高温に関する気象情報の改善等

熱中症対策の強化

2週間気温予報

最高・最低気温分布予想

気温（５日間平均）が平年よりかなり高い又はかなり
低い可能性が３０％以上と予測される場合に発表

早期天候情報

R1.6
運用開始

R2.3
実施済

詳細な気温分布予報の提供
関係省庁と連携し、熱中症対策のための気象情報の効果的な提供や更なる活用を推進

＜現行＞ ＜改善後＞

○20kmから5kmに高解像度化
○対象期間を現在の「24時間後まで」から「翌日の24時まで」に延長

改善

気象庁の情報気温の予想

２週間前～
5日間平均気温が
その時期として
顕著に高くなると

予想

１週間前～
向こう一週間で
最高気温が概ね
35度以上と
なることを予想

前日
翌日の最高気温が
概ね35度以上と予想
(地方※1ごとに発表)

当日の最高気温が概ね30度以上と予想した
場合は、別途、天気予報で注意を呼びかけ

(注)一部の地域で
は基準が異なる

高温に関する
早期天候情報

高温に関する
気象情報

府県高温注意情報

時間を追って段階的に発表する
熱中症対策向けの気象情報

地方高温注意情報

※1 北海道、沖縄県、または都府県をまとめた地方。
※2 都府県、または北海道と沖縄県は細分した地域。

当日
当日の最高気温が
概ね35度以上と予想
(府県※2ごとに発表)
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熊谷市の熱中症予防情報発信システム

熊谷市熱中症予防情報発信シス
テムの指標ランクで、朝9時の段階
で午後１～３時の予測指標が「４
厳重警戒」（暑さ指数において「厳
重警戒」）以上を５小学校区以
上で表示しているとき、防災行政無
線による発信を行っている。（危機
管理課等に依頼）

1

猛暑日予測発令時は、市内を４
地区に分け、車両で巡回する場合
もある。

資料１－４- 29 -- 29 -- 29 -



「熱中症警戒アラート（仮称）」（案）

について

令和2年４月22日

資料２ - 30 -- 30 -- 30 -



1

令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症対策に係るアンケート結果（一般）

0 20 40 60 80 100

真夏日

猛暑日

熱帯夜

不快指数

高温注意情報

暑さ指数（WBGT)

天気予報の最高・最低気温

天気予報の天気概況

週間予報の最高・最低気温

高温に関する気象情報

2週間気温予報

早期天候情報（気温に関するもの）

暑さ対策を始めるトリガー情報 ％

暑さ対策を行うきっかけとして日頃から参考にしている

暑さ対策を行うきっかけとして参考にすることがある

この情報をもとに暑さ対策を行うことはない

0 10 20 30 40 50 60 70 80

テレビの番組

テレビのデータ放送

ラジオ

新聞

スマートフォンに通知が来る

インターネット（スマートフォン等で検索）

インターネット（パソコンで検索）

家族に教えてもらう

電車内の天気予報

気象情報は見ない

気象情報を確認する媒体 ％

0 10 20 30 40 50

テレビで「高温注意情報」が表示されているとき

外のスピーカーから大きな音で注意を呼びかけられたとき

スマートフォンのアプリで注意を呼びかける通知がきたとき

責任者(監督、先生、主催者等)から対策を取るように言われたとき
家族や知人等から対策を取るように言われたとき

市や町の防災メールで注意を呼びかけられたとき

その他(自己判断、特になし)

暑さ対策をとろうと思うとき ％

テレビやスマートフォン等から
情報を入手する者が大多数

気象庁では、熱中症対策に資する情報の利活用状況や効果的な伝え方に関するアンケートやヒ
アリング調査を実施。
＜主な調査項目＞
• 熱中症関連情報の認知度、入手先、活用状況
• 学校や高齢者施設等への熱中症への対策方法、情報ニーズ等

WEBアンケート結果(一般国民対象 回答数3,005)
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2

令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症対策に係るヒアリング結果

事業者ヒアリングでの主な意見(高齢者施設、学校、消防等)
• 具体的な対策行動とセットで情報提供するのがよい。 (エアコンをつけて下さい等)

• 対策の呼びかけはシンプルな内容にするのがよい。 (高齢者は字が多いと読まない)

• 情報が出すぎると効果が薄れる。 (昨日大丈夫だったので今日も大丈夫と思ってしまう)

• 気象予報士がテレビで具体的な対策を呼びかけると対策をとりやすい。呼びかけ
の際の専門的な数値は見ない。(数値より対策が重要)

• 熱中症対策に力を入れている組織では気温(高温注意情報)よりも暑さ指数を
積極的に活用している。

熱中症への警戒を一層効果的に呼びかけていくために、予防行動とセッ
トにしたシンプルな警戒情報（アラート）を発信することとしてはどうか。

＜主な留意点＞
・ 情報は具体的な対策行動とセットにし、シンプルに警戒を呼びかけ
・ 発表頻度に十分留意（ここぞという時に発表される情報に）
・ 暑さ指数との親和性を十分考慮

調査結果を踏まえ・・・
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート(仮称)のイメージ

情報の役割・位置づけ
については検討中

熱中症に対して、特に危険であると判断されるような気象状況が予想
される場合に、WBGTをもとにした予防対策の促進、徹底を促す
既存のWBGTの危険度階級とも親和性の高い情報として発表

発表回数
多い

発表回数
少ない

特に危険な場合

熱中症警戒
アラート

（仮称）

？

日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針Ver.3」（2013）より

- 33 -



4

令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート(仮称)～発表判断について～

＜発表判断等の検討状況＞
• WBGT予測値をもとに発表有無を判定する。
• 発表基準を超えた都県を対象に、翌日の予測値をもとに前日17時頃に発表し、当日5時

頃には最新の予測に更新して発表。（基準は暑さ指数33℃以上とする予定）。
• 当日の予測で新たに発表基準を超えた都県については、当日５時頃に発表。
（東京都の場合の想定）
• 都内のアメダスポイント11か所のどこかで、WBGTが33℃以上となることが予測された場合に

発表。
• この場合、年間発表回数が7回程度となることが想定される。（これまでの高温注意情報の

発表回数の半分程度となることを想定。）
年月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 合計
2014 0 0 2 0 0 2
2015 0 0 4 4 0 8
2016 0 0 1 0 0 1
2017 0 0 2 1 0 3
2018 0 0 9 11 0 20
合計 0 0 18 16 0 34

基準案
（東京都）

日最高WBGT
33℃以上
(案)

発表回数
(５年合計：2014-2018)

7回/年
(34回)

適中率 79%
捕捉率 69%

＜東京におけるWBGT33℃以上の出現回数（過去５年間）＞
・ 適中率は発表時に実際に大量発生した割合。(80%なら10回発表して8回大量発生)
・ 捕捉率は大量発生時に発表出来ていた割合。 (60%なら10回大量発生した内6回は発表)
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

搬送者数、重症度3患者数、死者数と暑さ指数(WBGT)の関係

救急搬送の中の重症例や死亡等のデータから基準の妥当性を確認したところ、以下のとおりであった。
• いずれのデータにおいても暑さ指数が上昇すると発生者数が急増する関係となっており、搬送者数の傾向と大きな違いはない。
• 重症度3・死者数はデータが少ないものの、総じて、総数(青色)は32℃で多くなる傾向である一方、１回当たりの人数（橙色）は33℃以上で顕著

に増加する。発表頻度や適中率（参考資料参照）も考慮すると、WBGT33℃を基準とすることが妥当ではないかと考えられる。

人
数[

人]

人
数/W

BGT

出
現
回
数[

人/

回] WBGT[度]

搬送者数 重症度3 死者数
2017年~2018年2017年~2018年2014年~2018年東京都

[データ提供]東京消防庁、稲城市消防本部 [データ提供]日本救急医学会

東京都 東京都

（参考）WBGT35度は、2014年7月27日の1回のみ。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート（仮称）～運用方法等～

（令和２年７～10月）一部地域で先行実施
• 関東甲信地方9都県で高温注意情報の運用を一部変更

– 前日発表の関東地方高温注意情報（地方毎の情報）は廃止
– 最高気温ではなく、暑さ指数(WBGT)予測値をもとに発表有無を判定。
– 発表基準を超えた都県を対象に、翌日の予測値をもとに前日17時頃に発表し、当日5時頃には

最新の予測に更新して発表。（基準は暑さ指数33℃以上とする）。
– 当日の予測で新たに発表基準を超えた都県については、当日５時頃に発表。

（令和３年５月～）全国で本格運用を開始
• 令和２年度の実施内容を踏まえ、基準や呼びかけ方等を精査し本格運用を開始

– 高温注意情報を発展的に解消、熱中症予防対策の徹底を一層効果的に呼びかける情報へと転換
– 暑さ指数の認知度UP（報道、自治体等への情報の流通）

• 暑さ指数を既に活用して対策を行っている層の取組を一層徹底
• 熱中症予防に関心の小さい層に、暑さ指数を使った対策を促す契機に

熱中症対策に資する情報として気象庁で運用してきた高温注意情報については、熱中症警戒
アラート(仮称)の創設にあたって発展的に解消。
令和３年度からの全国運用の開始を見据え、本年７月からは関東甲信地方（１都８県）
の高温注意情報の運用方法を一部変更予定して先行実施。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

高温注意情報（現行の情報文）

東京都高温注意情報 第１号
令和２年８月２日０４時４３分 気象庁予報部発表

東京都では、２日の日中は気温が３５度以上となるところがあるでしょう。熱中症など健康管理に注意してください。

予想最高気温（前日の最高気温）
東京３５度（３４．６度）
大島３１度（３０．３度）
八丈島３１度（２９．９度）
父島３１度（３０．７度）

東京で３０度以上の時間帯は、９時頃から１９時頃まで。
大島で３０度以上の時間帯は、１４時頃から１５時頃まで。
八丈島で３０度以上の時間帯は、１２時頃から１３時頃まで。
父島で３０度以上の時間帯は、９時頃から１５時頃まで。

熱中症の危険が特に高くなります。
特に、外出時や屋外での作業時、高齢者、乳幼児、体調のすぐれない方がおられるご家庭などにおいては、水分をこま
めに補給し多量に汗をかいた場合は塩分も補給する、カーテンで日射を遮る、冷房を適切に利用し室温に留意するな
ど、熱中症に対して充分な対策をとってください。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート（検討中の情報文）
埼玉県高温注意情報（暑さ指数） 第１号
令和２年８月１日１６時４３分 環境省・気象庁発表

埼玉県では、明日（２日）は、熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
また、特別の場合*以外は、運動は行わないようにしてください。
身近な場所での暑さ指数*を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。

*特別の場合とは、医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ、救護所の設置、及び救急搬送体制の対策を講じた
場合、涼しい屋内で運動する場合等のことです。

●明日（２日）予想される日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）
寄居３０度、熊谷３３度、久喜３０度、秩父２９度、鳩山３２度、さいたま３３度、越谷３４度、所沢３２度、

全国の代表地点（840地点）の暑さ指数は、熱中症予防情報サイト（環境省）にて確認できます。
個々の地点の暑さ指数は、環境によって大きく異なりますので、独自に測定していただくことをお勧めします。
暑さ指数（ＷＢＧＴ：Wet Bulb Globe Temperature）は気温、湿度、日射量などから推定する熱中症予防の指数です。

●暑さ指数（ＷＢＧＴ）の目安
３１度以上 ：危険
２８度～３１度 ：厳重警戒
２５度～２８度 ：警戒
２５度未満 ：注意

＜特に気をつけていただきたいこと＞
・高齢者は、温度、湿度に対する感覚が弱くなるために、室内でも夜間でも熱中症になることがあります。
・小児は、体温調節機能が十分発達していないために、特に注意が必要です。
・晴れた日は、地面に近いほど気温が高くなるため、車いすの方、幼児等は、より暑い環境になります。

この情報は令和3年度からの全国展開を予定している「熱中症警戒アラート(仮称)」に相当する情報です。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート（検討中の情報文）
埼玉県高温注意情報（暑さ指数）第２号
令和２年８月２日０４時４７分 環境省・気象庁発表

埼玉県では、今日（２日）は、熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予想されます。
外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。
また、特別の場合*以外は、運動は行わないようにしてください。
身近な場所での暑さ指数*を確認していただき、熱中症予防のための行動をとってください。

*特別の場合とは、医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ、救護所の設置、及び救急搬送体制の対策を講じた場合、涼しい屋内で運
動する場合等のことです。

●今日（２日）予想される日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）
寄居２９度、熊谷３３度、久喜２９度、秩父２８度、鳩山３２度、さいたま３３度、越谷３３度、所沢３１度、

全国の代表地点（840地点）の暑さ指数は、熱中症予防情報サイト（環境省）にて確認できます。
個々の地点の暑さ指数は、環境によって大きく異なりますので、独自に測定していただくことをお勧めします。
暑さ指数（ＷＢＧＴ：Wet Bulb Globe Temperature）は気温、湿度、日射量などから推定する熱中症予防の指数です。

●暑さ指数（ＷＢＧＴ）の目安
３１度以上 ：危険
２８度～３１度 ：厳重警戒
２５度～２８度 ：警戒
２５度未満 ：注意

〇予想最高気温（前日の最高気温）
さいたま３６度（３７．７度）、熊谷３７度（３７．４度）、秩父３５度（３６．０度）、

＜特に気をつけていただきたいこと＞
・高齢者は、温度、湿度に対する感覚が弱くなるために、室内でも夜間でも熱中症になることがあります。
・小児は、体温調節機能が十分発達していないために、特に注意が必要です。
・晴れた日は、地面に近いほど気温が高くなるため、車いすの方、幼児等は、より暑い環境になります。

この情報は令和3年度からの全国展開を予定している「熱中症警戒アラート(仮称)」に相当する情報です。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

気象庁が発表する情報の流れ

＜気象業務法第11条＞ 気象庁は、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象の観測の成果並びに気象、地象及び水象に関する情報を直ちに発表するこ
とが公衆の利便を増進すると認めるときは、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下単に「報道機関」という。）の協力を求めて、直ちにこれを発表し、公
衆に周知させるように努めなければならない。
＜気象業務法第15条＞ 気象庁は、～(中略)～ 気象、地象、津波、高潮、波浪及び洪水の警報をしたときは、政令の定めるところにより、直ちにその警報事項を警察
庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知しなければならない。

テレビ報道や、メール配信サー
ビス等により情報を入手。

市町村の防災行政無線等と
の連携や外国人向けの情報
発信についても、今後検討。

電子メールや
スマホアプリで確認

（テレビ放送のイメージ）

気象庁の発表情報は、自治体や報道機関など様々なルートを通じて国民に提供。
熱中症警戒アラート(仮称)については、気象庁の防災情報提供システム等を通じた自治体へのメール配信による提供のほか、報道機関や民間
事業者を通じて、広く提供していくことを想定（赤点線枠のルート）。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート（仮称） 伝達＆アクション（イメージ）

緊急通知（熱中症警戒アラート（仮称））事前通知（事務連絡等）

環
境
省
・
気
象
庁

自治体（防災担当、保健担当等） 防災無線等にて警戒

企業への警戒勧奨

訪問等による警戒勧奨

小中高生等へ屋内待機勧奨

主催大会等の中止・延期勧奨

一般国民

・

※外国人

労働者

高齢者

障がい者

生徒等

選手

一般国民（外国人）へ警戒勧奨

防災無線等にて警戒
農作業

従事者

関係省庁
関係団体
（自治体関係部署含む）

報道機関 テレビ、ラジオで報道

民間事業者
メール、アプリ、デジタルサイネージ

※専用アプリ（訪日外国人向け災害時情報提供アプリ等）

避難者防災無線等にて警戒
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート（仮称）発表時の国民における注意事項（案）

ターゲット
(場所) 手段 国民の日常生活・運動における行動事項（働きかける行動事項）
一般国民・外国人
（公衆、住宅）

例）防災無線 例）涼しい部屋に移動させ、エアコン等の適切な活用を促す。不要、不急の外出を避けるよう促す。

例）テレビ、ラジオ、
メール、アプリ、サイ
ネージ、専用アプリ
（専用アプリは、事前
のダウンロード要）

例）エアコン等が適切に活用された涼しい部屋に移動させる。
建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動させる。
移動できない場合は日射を遮り、水分・塩分補給を促す。

高齢者・障がい者
（住宅）

例）訪問 例）エアコン等の適切な活用を促す。
※特に、熱中症への注意が必要な高齢者・障がい者に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る。

生徒等
（学校・幼稚園・
保育園）

例）緊急連絡
（電話、メール）

例）教職員は、生徒等を涼しい屋内に移動させる。屋外での運動、校外活動、行事を中止する。
必要に応じて、夏季における休日の延長又は臨時休日の設定等の柔軟な対応をする。
※特に、熱中症への注意が必要な小児に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る。

選手
（スポーツ現場）

例）緊急連絡
（電話、メール）

例）特別の場合以外は、運動は中止させる。大会の延期や見直し等も検討させる。
特別の場合とは、医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかを常駐させ、救護所の設置、及び救急搬送体制の対
策を講じた場合、涼しい屋内で運動する場合。

農作業従事者
（田畑・森林・
漁業）

例）防災無線 例）極力屋外での作業は控えさせる。やむを得ず実施する場合は、高頻度で休憩及び水分・塩分補給をしながら実施
させる。原則的には、建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動させる。
※特にビニールハウス等の施設内は風通しも悪く注意が必要。

労働者
（仕事場・
工事現場）

例）緊急連絡
（電話、メール）

例）極力屋外での作業は控えさせる。やむを得ず実施する場合は、高頻度で休憩及び水分・塩分補給をしながら実施
させる。原則的には、建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動させる。
※少しでも異変を感じたら、一旦作業を離れる、病院へ運ぶ、または救急車を呼ぶ、病院へ運ぶまでは一人きりにし
ない。

避難者
（避難場所他）

例）防災無線 例）エアコン等が適切に活用された涼しい部屋に移動させる。
建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動させる。
移動できない場合は日射を遮り、水分・塩分補給を促す。

令和２年７月からの先行実施にあたって、国民の皆様にお示ししたいと思っているものの現時点におけるイメージです。
今後、事務連絡等に盛り込んで広く周知いただけるよう関係各省庁や各団体と御相談し、詳細を検討していきます。

- 42 -- 42 -- 42 -
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以下、参考資料
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

暑さ指数と搬送者数の関係

熱中症搬送者数は、最高気温よりも暑さ指数の方が関連が深い。
最高気温よりも、暑さ指数を参考にすることで、より的確な熱中症予防情報の提供が可能。

日最高気温（左）・日最高暑さ指数（右）と熱中症患者発生率の関係
（「夏季のイベントにおける熱中症対策ガイドライン 2019」環境省）より

日最高気温の上昇と熱中症搬送人員数の関係が必ずしも単調ではない(左図)に対して、
日最高WBGTの上昇に伴って熱中症搬送人員数がほぼ単調に増加している(右図)

- 44 -- 44 -- 44 -
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

熱中症警戒アラート(仮称)の発表基準の検討

基準案
(東京23区：練馬)

日最高WBGT
33℃以上
(案)

日最高WBGT
32℃以上

(参考)

日最高WBGT
31℃以上
(危険)

日最高気温
35℃以上

(高温注意情報)

発表回数
(５年合計：2014-2018)

6回/年
(30回)

17回/年
(87回)

26回/年
(128回)

13回/年
(66回)

適中率 80% 40% 30% 51%

捕捉率 60% 87% 95% 85%

○評価方法
• 熱中症による救急搬送者数の大量発生日（東京23区の場合は93人）を適中できるか否かを評価。
• 適中率は発表時に実際に大量発生した割合。(80%なら10回発表して8回大量発生)
• 捕捉率は大量発生時に発表出来ていた割合。 (60%なら10回大量発生した内6回は発表)
• 暑さ指数と気温は予測値ではなく実況値で評価。
• 熱中症発生者数は、救急搬送者数データを使用。

情報の持たせる役割・目的を踏まえ、適切な基準案は。
想定される発表頻度や適中率にも十分留意が必要。

- 45 -- 45 -- 45 -
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な 情報発信に関する検討会」

（参考）運動時熱中症発生時の暑さ指数(WBGT)の分布

[出典]熱中症環境保健マニュアル 2018

- 46 -- 46 -- 46 -



「今夏の先行実施と検証」（案）について

令和2年４月22日

令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

資料３ - 47 -- 47 -- 47 -



2

令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３

今夏の先行実施概要

１．対象エリア: 関東甲信地方：一都八県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川
県、山梨県、長野県）

２．期間: 7月～10月

３．先行実施方法：
（１）発表システム
・先行実施対象エリアは、現在の高温注意情報に置き換えて発表。
（※先行実施対象エリア以外は、高温注意情報を継続）

（２）伝達方法
・既存の防災気象情報伝達の流れを使用する。

（３）先行実施に関する検証
・対象エリアに対しては、アラートの内容、その際にとるべき予防行動等について事前に周知。
・対象エリアにおける自治体や教育機関等に検証に関する協力を依頼。引き受けていただけるところで検証実施。
・検証内容については次ページ参照。

- 48 -- 48 -- 48 -
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３

今夏の先行実施に関する検証

1. 検証の目的：
（１）アラート発表の判断手続きや伝達方法に問題がなかったか、より改善できる点がないかプロセスを確認。
（２）アラートのタイミングや地域単位、基準等は適切だったかを確認。
（３）アラートの発表によりどの程度、実際に国民の熱中症予防行動に繋げることができたのか（熱中症の発生
予防にどの程度貢献したのか）等を元にアラートの内容や周知方法に改善できる点がないか確認。

２．検証の方法：
（A）対象：環境省・気象庁ほか関係者
・目的（１）について、両省庁で情報発信の際のプロセス（決定から発信まで）や伝達等に関する技術的
観点を振り返りを通じて検証する。
（B）対象：地方自治体、教育関係、等
・目的（２）（３）について、適切な対応がとられていたかを、協力を得られる一部自治体／教育機関等
からアンケートやヒアリングを通じて検証する。
（C）対象：メディア（テレビ、ラジオ、ウェブ等）
・目的（３）について、情報提供のタイミングや方法が国民に伝わりやすいものであったか、ヒアリング等を通じて
検証する。
（D）対象：国民・県民・市民
・目的（２）（３）について、行動変容に繋がったかを、対象集団を複数抽出し、アンケートやヒアリングを
通じて検証する。
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３

アンケート・ヒアリング方法（イメージ）

対象エリアにおいて、あらかじめ対象を抽出し、協力を得られる団体に、事前・事後にアンケートや ヒアリン
グを実施。下記はその候補（全てを対象とするわけではない）。

＜想定される対象者＞
①自治体（自治体担当者、ケースワーカー、保健師、民生委員等）
②学校関係者（学校管理者、教員、生徒、保護者等）
③スポーツ施設関係者（管理者、利用者）、スポーツイベント関係者（主催者、参加者）等
④農作業従事者
⑤労働現場（大規模事業場、建設現場、警備会社。管理者、労働者等）
⑥高齢者（高齢者施設管理者、高齢者世帯等）
⑦外国人
⑧商業施設、デジタルサイネージ
⑨公共交通関係
⑩消防署と病院
⑪クールスポット
⑫テーマパーク、遊興施設、娯楽施設 等

＜アンケート・ヒアリングで確認する内容 ※詳細イメージは次ページ＞
・情報の理解度
・アラートの前後での行動の変化の有無
・周囲への対応の有無
・熱中症発生の有無 等
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令和２年度第１回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３

アンケート・ヒアリング内容（イメージ）
対象者 アンケート・ヒアリングでの確認事項
全対象者共通 • アラートを認識したか。認識した場合はいつ、どのような媒体から情報を得たか。

• アラートの内容を理解したか。
• アラートの頻度は適切だったか。
• アラートが発表された際に、周囲と情報を共有したか。
• アラートが発表されたことに対して、何らかの対応をとったか、その内容。
• アラートの発表を想定して、事前に何らかの対応を決めていたか。その内容。

自治体担当者 • 住民への周知（防災無線、防災メール等）を行ったか。行った場合、それに対する住民の
反応はあったか。何らかの効果を実感したか。

• ケースワーカー・保健師・民生委員や、教育委員会・学校等へ情報の周知を行ったか。
行った場合、どのように実施したか。

• 当日に独居高齢者の見守り等を実施した場合、
• 自治体が主催や協力している行事等について中止や延期、その他何らかの対応を行った
か。

• 上記以外で自治体が把握している行事等で何らかの対応が実施されたか。
独居高齢者／高齢者のみ世
帯

• アラートが発表された際にエアコンをつける、外出を控える等の対策を実施したか。
• （民生委員や保健師等に対して）客観的に見て高齢者の行動に何らかの変化はあった
か。

教育委員会・学校（教員や
学校安全管理者）・保育園

• 教員や生徒への周知を行ったか。行った場合はその内容。
• 体育や部活動、昼休みの屋外活動、学校行事において何らかの対応をとったか。

スポーツ施設管理者 • 施設の利用者に対して何らかの働きかけをするなどの対応を行ったか。
• 休憩頻度を増やしたか、水分摂取しやすい環境を整備したか

民間企業 • アラートが発表された際に作業の中止や延期等の対応を行ったか。
• アラートの発表に応じて対応したことによる業務等への影響はどの程度であったか。
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令和２年５月 27 日 15:00-17:00 

ウェブ会議 

令和２年度 第２回 

「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 

議事次第 

  

１．開会 

 

２．議題 

（１）第１回検討会でいただいた主なご意見と対応について  

（２）今夏の「熱中症警戒アラート（試行）」と検証について 

（３）中間報告書（案）について 

（４）その他 

 

３．閉会 

 

＜配付資料＞  ※（）内はページ番号 

（２）資料１   第１回検討会でいただいた主なご意見と対応について  

（８）資料２－１ 今夏の先行実施について      

（14）資料２－２ アラート発表時の自治体の対応例（熊谷市）   

（17）資料２－３ 今夏の検証について      

（25）資料３   中間報告書（案）      

 

（１）参考資料１ 第１回検討会議事録 

（19）参考資料２ 環境省・気象庁事務連絡、厚生労働省事務連絡、消防庁事務連絡 

（30）参考資料３ 令和２年度の熱中症予防行動の留意点について  
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 

 

1 

 

令和 2年度第 1回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」の主な御意見と対応方針（案）       資料１ 

資料・論点 検討会委員の主な御意見 

※会議後に頂いた御意見も掲載している 

対応方針（案） 

資料 1：現行の取組 

【通し頁 5-29】 

― 

 

― 

資料２：「熱中症警戒

アラート（仮称）」

（案）について 

①発表システム（概要

や運用方法等）につい

て 

 

論点１．アラートに求

める役割（発表目的） 

（事務局案：資料２ 

Ｐ.２～３）【通し頁

32-33】 

・事前の周知、啓発が重要。受け手の多様さ（子供では学

年や体力差など）を考慮した対処の検討を促す必要があ

る。 

 

 

 

・職場には短く簡潔な表現が適当。「危険」の上が「熱中

症警戒アラート」だと、情報体系で「警戒」が何度も出て

きてわかりづらい。 

 

 

 

・38,39p 情報文例では関東甲信の例、ほかの地域の情報は

どうなるか。 

 

・熱中症警戒アラート（試行）が発表された際に、国民

がどのような予防行動を取るべきかの例や周知方法につ

いては、今夏の先行的実施を踏まえ、受け手の多様さ等

を考慮して関係省庁や自治体等とも相談しながら、引き

続き検討します。 

 

・環境省 HP での暑さ指数の 5 段階の指針では最も上は

「危険」であることから、これまで利用していた方が混

乱しないような名称を今後検討するとともに、行動事項

の例はなるべく分かりやすい表現になるよう工夫しま

す。 

 

・今夏（7月～）は関東甲信地方では「熱中症警戒アラー

ト(試行)」を先行的に実施することとして、WBGT 予測値

には各都県の予測地点が並びますが、他は各都県で同様

の表記になります。関東甲信地方以外の地方では、従来

の高温注意情報（気温 35℃以上）となります。 
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 
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論点２．アラートの発

表基準  

（事務局案：資料２ 

Ｐ.４～７）【通し頁

34-37】 

 

 

 

 

・「高温注意情報（気温 35℃）」「WBGT31℃」「熱中症警

戒アラート（WBGT33℃）」の 3段階の情報があると理解を

すべきなのか。 

・練馬の検証結果が示されており「高温注意情報（気温

35℃）」「WBGT31℃」「熱中症警戒アラート

（WBGT33℃）」それぞれの発現頻度をどう捉えるべきか。 

・情報の種別で基準に応じた的中率、補足率はわかりやす

い。 

・スポーツ活動のガイドライン作成時の議論では、気温

35℃に相当する WBGT31℃はスポーツ活動上重要という議論

があった。  

・一般国民からすると、シンプルな情報がよい。３段階で

も十分過ぎる。 

・いくつかの段階があった時に、それぞれの危険度がうま

く伝わるかが問題。 

・今回のアラートは災害時で言えば「特別警報」のイメー

ジであり、最後の切り札でここぞという時に発表するもの

では。あまり段階を踏まず、その時だけがよい。 

・アラートの基準は WBGT33℃の１つでよいが、WBGT31℃で

も何らかの注意喚起は必要では。 

・予防という観点からは早く情報を出すことも重要。ある

程度時間的な余裕を与える必要がある。 

 

・今夏は関東甲信地方では、「熱中症警戒アラート（試

行）」を先行的に実施することとして、WBGT33(℃)以上

が予測される際に発表します。それ以外の地方では、従

来どおりの高温注意情報（気温 35℃以上）が発表されま

す。令和３年度からは、全国的に熱中症警戒アラート

（試行）で統一する、すなわち、暑さ指数を活用する予

定です。（全国的に WBGT33（℃）が発表基準でよいか

は、今後検討します）。 

 

・熱中症警戒アラート（試行）は、熱中症の危険性が極

めて高い暑熱環境（WBGT33℃以上）が予測される際に発

表し、行動指針（危険）に示された熱中症予防対策を実

施いただき、十分に熱中症のリスクに備えていただくこ

とを目的としています。 

逆に、WBGT33℃未満までは、WBGT の各ランクに応じた対

応を確実に実施いただきたいと考えております。また、

WBGT31℃でも十分に危険であり、これまで以上に、WBGT

の普及啓発と従来の熱中症予防対策の充実を進めて行き

たいと考えております。 

 

・報道機関には夕方から夜の時間帯では翌日の備えとし

て、当日早朝には外出前の最終確認として放送していだ

ける時間帯に間に合うようアラートを発表します。 
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 
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・検討中の資料は東京の例だが、大阪の事例での分析はな

いのか、大阪のほうが少し WBGT は高い。 

 

 

・WBGT を徹底的に周知しなければならない。周知方法を検

討する必要がある。国民にわかりやすく伝えるためには、

暑さ指数には℃をつけずに示すなどの工夫も必要ではない

か。 

 

 

 

 

 

・今年度は先行実施ではあるが、試行であることも明確に

すべき。試行で何を調べたいのかを事務局で詰める必要が

あるのではないか（的中率・捕捉率、実際の搬送者や死者

との相関、情報の認識や理解度など） 

 

 

・2014～2019 年までのデータによる WBGT の出現頻度

や、搬送者数との調査については調査が完了しましたら

お知らせします。 

 

・暑さ指数（WBGT）が気温と同じ（℃）で分かりにくい

ことについては、ISO の定義が（℃）であるため、正式

には（℃）から変更することは難しいですが、今夏の情

報文内においては（℃）を入れずに情報提供することで

報道関係者等が気温と混同しないように対応します。 

また、アラートの先行実施により暑さ指数の理解も進む

ことが見込まれていますが、今後も引き続き認知度向上

に努めてまいります。 

 

・先行実施の検証内容としては、資料 2-4 でお示しして

いますが、主に情報が上手く伝達・活用されたか、行動

がどう変わったか等を自治体及び学校・高齢者施設等に

アンケート・ヒアリングの実施により検証することを考

えています。その上で、搬送者データを入手可能な範囲

で、適中率・補足率・相関等の分析も実施できればと考

えています。今年度の先行実施（熱中症警戒アラート

（試行））とその検証を踏まえて、令和３年度からの全

国展開に繋げてまいります。 

 

- 4 -



令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 
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論点３．アラート発表

のタイミング 

（事務局案：資料２ 

Ｐ.４）【通し頁 34】 

― 

 

― 

 

論点４．アラート発表

の際の呼びかけ内容 

（事務局案：資料２ 

Ｐ.８～９）【38-39】 

― 

 

― 

 

②情報の伝達方法・経

路について 

 

論点５．アラートをど

のように確実に伝達す

るか 

（事務局案：資料２ 

Ｐ.10～11）【通し頁

40-41】 

・スマホでの情報通知の際には位置情報は考慮されるか。 

 

 

 

・私立学校への情報伝達ルートに注意。 

 

 

・伝達＆アクションのページで、末端の国民への情報伝達

の整理から漏れてくる人への情報伝達にも配慮すべき。 

 

 

 

・熊谷市での経験から、高齢者にどのように情報を伝える

かが課題。 

 

・今夏の先行実施では都県単位で、さらなる細分化は今

後の課題と考えております。発表頻度など運用的課題の

他に技術的課題も含まれると考えています。 

 

・私立学校にも着実に情報が伝わるよう、文科省と調整

します。 

 

・自治体の情報伝達だけでは行き渡らない範囲は、報道

やアプリ・デジタルサイネージ等でカバーすることを考

えています。今夏の検証も踏まえ、どういう人に情報が

行き渡っていないかを把握し、本格実施に活かします。 

 

・高齢者への情報伝達も本格実施に向けての課題の一つ

です。先行的実施の検証として高齢者施設等へのヒアリ

ングを実施し、本格実施につなげたいと考えています。 
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 

 

5 

 

③情報発表時発表の国

民の日常生活・運動に

おける注意事項につい

て 

 

論点６．アラートの発

表をどのような国民の

予防行動につなげるか 

（事務局案：資料２ 

Ｐ.12）【通し頁 42】 

・呼びかけ内容は、相手が高齢者、スポーツ選手・監督な

ど様々で対処が違い、統一的なセットは難しい。 

 

・屋外の運動への警戒ばかりでなく、屋内の運動でも警戒

すべきことにも留意すべき。 

 

・国民への注意事項は非常に細分化されているが、メイン

は高齢者、労働、スポーツで３つに簡潔にまとめてはどう

か。 

・呼びかける内容については、関係省庁や関係機関が活

用できるよう行動例を整理してお示しします。 

 

・検討会資料 2-1 のアラート発表時の行動例の資料を一

部修正します。 

 

・高齢者・労働者・スポーツを中心に、学校・農業従事

者等の行動例を本格実施に向けて整理します。 

資料３：「今夏の先行

実施と検証」（案） 

論点７．今夏の先行実

施でどう検証すべきか 

（事務局案：資料３ 

Ｐ.２）【通し頁 48】 

（第２回検討会で議論予定）  

論点８．令和３年度の

本格実施に向け、今夏

の先行実施で特に検証

すべき点 

（事務局案：資料３ 

Ｐ．３～５）【49-51】 

（第２回検討会で議論予定）  
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料１ 

 

6 

 

その他 

論点９．名称 

・「熱中症警戒アラート」から”警戒“を削除して「熱中

症アラート」とすべきでは。 

・言葉の周知を高めるため警戒をとり「熱中症アラート」

や、若い人には「熱アラ」となってもよい。 

・「熱中症アラート」はわかりやすい。 

・「熱中症危険アラート」はどうか。 

・名称については、「アラート」という言葉を使うかが検

討事項。直ちに行動しなければならないのであれば使わな

い方が良い。 

「アラート」という言葉は、高齢者には馴染まない。分か

り易くかつシンプルな名称がよい。 

・名称については、いただいた御意見の中には、既に使

用されているものなどもありましたので、事務局で整理

をしながら、本格実施に向けて、今後検討を進めてまい

ります。 

論点 10．アラートや暑

さ指数の色の統一 

・注意（緑）、警戒（黄色）、危険（赤）などと、アラー

トは新しい色で一般にアピールすべき 

 

・色については、今までの色とは決別した方がよいと思

う。「大雨警戒レベル」は、色覚障がいの方にも判別でき

て危険を感じる色合いを取り入れているため、それを参考

に検討してはどうか。 

・環境省 HP の熱中症予防情報サイトで使用している危険

（赤）以下、5 段階の指針に合わせた色は、色覚障がい者

等にも配慮した色使いとしていることから、引き続き今

の５色を基本としたいと考えています。ただし、熱中症

警戒アラート（試行）が発表される際の表示方法は、見

る国民の分かりやすさの観点から、報道等でも統一する

ことが望ましいと考えています。どのような表示方法が

良いか、本格実施に向けて委員の皆様にも相談しながら

引き続き検討します。 
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今夏の先行実施について（案）

令和2年5月27日

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

資料２－1 - 8 -



2

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－１

今夏の先行実施についての概要

１．対象エリア： 関東甲信地方：一都八県（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈
川県、山梨県、長野県）

２．期間： 7月～10月

３．先行実施方法：
（１）発表形式
・先行実施対象エリアについて、「高温注意情報」の発表基準を暑さ指数に換え、
「熱中症警戒アラート（試行）」として情報発信を行う。
（※先行実施対象エリア以外は、気温による高温注意情報を継続）

（２）伝達方法
・既存の防災気象情報伝達の流れを使用する。

（３）先行実施に関する検証
・対象エリアに対しては、熱中症警戒アラート(試行)の内容、その際にとるべき予防行動等について事前に周知。
・対象エリアにおける自治体や教育機関等に検証に関する協力を依頼。引き受けていただけるところで検証実施。
・検証内容については別紙２－４参照。
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3

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－1

熱中症警戒アラート（試行）の発表と確認方法

• 前日17時頃と当日5時頃に発表されます。土日、休日でも情報が発表されます。
• 情報の流れは高温注意情報の時の流れと同じです（次頁）。
• 環境省・気象庁HPでアラートの発表状況を確認できます。
• 環境省のホームページ「熱中症予防情報サイト」では、アラート以外にも暑さ指数（WBGT）の
実況・予測を常時確認することができます。

■今後の情報発表について

■熱中症警戒アラート（試行）の確認方法

高温注意情報 熱中症警戒アラート高温注意情報

気温
３５℃以上予想

暑さ指数（WBGT）
３３℃以上予想

暑さ指数（WBGT）
３３℃以上予想

令和２年６月末まで 令和２年７月～１０月 令和３年度～

熱中症警戒アラート（試行）

気温
３５℃以上予想

※試行では高温注意情報と同じ形式で情報を受け取れます。令和３年度からは新しい形式で配信予定。
※名称や発表基準等が適当であったかを検証のうえ、令和３年度から全国を対象とした配信を開始予定。

(今夏)
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4

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－１

デ
ー
タ

デ
ー
タ

データ

関
係
団
体

市町村 住民

気象情報が届くまで

気
象
庁

都
道
府
県

Mail
スマホアプリ
Webページ

防災情報
提供システム

民
間
気
象

事
業
者

伝達システム

データ

NHK

Mail
スマホアプリ
Webページ

報道機関

Mail
Webページ

気象庁
ホームページ

Mail
スマホアプリ
Webページ

民
間
気
象
業
務

支
援
セ
ン
タ
ー

呼びかけの輪

気象情報の流れ

環境省ホームページ 熱中症警戒アラート（試行）,暑さ指数(WBGT)
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5

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－１

国民の気象情報の入手手段

全国の20～79才の男女2,000人を対
象に行ったウェブ調査
調査期間：平成30年1月11～15日

気象情報に関する利活用状況調査報告書（平成30年3月）より引用
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6

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－１

熱中症警戒アラート（試行）発表時の国民における行動例（案）

ターゲット
(場所) 手段 国民の日常生活・運動における行動例
一般国民・外国人
（公衆、住宅）

例）防災無線 例）涼しい部屋に移動し、エアコン等を適切に活用する。不要、不急の外出を避ける。

例）テレビ、ラジオ、
メール、アプリ、サイ
ネージ、専用アプリ
（専用アプリは、事前
のダウンロード要）

例）エアコン等が適切に活用された涼しい部屋に移動する。
建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動する。
移動できない場合は日射を遮り、高頻度で水分・塩分補給を行う。

高齢者・障がい者
（住宅）

例）訪問 例）部屋ではエアコン等を適切に活用し、定期的に水分・塩分補給を行う。
※特に、熱中症への注意が必要な高齢者・障害者に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る。

児童生徒等
（学校・幼稚園・
保育園）

例）緊急連絡
（電話、メール）

例）学校等は、児童生徒等を涼しい屋内に誘導する。エアコン等が設置されていない屋内及び屋外での運動、校外
活動等の中止・延期等を検討する。
必要に応じて、臨時休業の設定等の柔軟な対応をする。
※特に、熱中症への注意が必要な小児に対しては、周囲の方々が協力して注意深く見守る。

選手
（スポーツ現場）

例）緊急連絡
（電話、メール）

例）特定の条件以外は、運動は中止する。大会の延期や見直し等も検討する。
特定の条件とは、医師、看護師、一次救命処置保持者のいずれかが常駐し、救護所の設置、及び救急搬送体制の対
策を講じた場合、もしくはエアコン等が適切に活用された涼しい屋内で運動する場合。

農業従事者
（田・畑・樹園
地・農業用施設）

例）防災無線 例）作業は日中の気温の高い時間帯を避け、作業前・作業中の水分補給、こまめな休憩を心がける。吸汗速乾素材
の衣服、屋内では送風機など、熱中症予防に有効な商品を活用する。単独作業を避け、定期的に異常がないか確認
しあう。
※特に高齢者は脱水しやすいため、こまめな水分と塩分の補給や休憩を行うよう、周囲の方が協力して声かけを行
う。

労働者
（仕事場・
工事現場）

例）防災無線、緊急連
絡
（テレビ、ラジオ、ア
プリ 他）

例）事業者は、熱中症警戒アラートを受けて、各現場のWBGT値を再確認の上、作業時間の短縮や作業内容の変更
等を検討する。こまめな休憩及び水分・塩分補給の徹底を図る。

避難者
（避難場所他）

例）防災無線 例）エアコン等が適切に活用された涼しい部屋に移動する。
建物や木の陰等の日射を遮れる場所もしくは涼しい屋内に移動する。
移動できない場合は日射を遮り、高頻度で水分・塩分補給を行う。

令和２年７月からの先行実施にあたって、国民の皆様にお示ししたい行動のイメージです。
これを参考にして、関係省庁や関係各団体において具体的な行動に繋がる周知を進めて頂きたいと考えています。
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熱中症警戒アラート（仮称）　伝達ルート（イメージ）

部署・組織名（窓口） 部署・組織名（窓口）

アラート

担当

市民部 （健康づくり課） 駅利用者、来庁者

【指定管理担当課】 指定管理者（会館・公園等）

【市有施設管理課】 来庁者（庁舎・公民館・図書館等）

市長公室 （広報広聴課） メルくま登録者

福祉部 （生活福祉課） 市内社会福祉法人

（保育課） 保育所・児童館・児童ｸﾗﾌﾞ

（こども課） 地域子育て支援拠点利用者

建設部 （営繕課） 市営住宅高齢者世帯

教育委員会 （教育総務課） 市立幼・小・中学校（約46校）

市長公室 （危機管理課） 一般市民

消防本部（土日祝） 一般市民

※土日祝日は防災無線のみとする

熊谷市気象庁

防災無線

防災無線

全庁掲示板に掲載【前日夕方又は当日朝】

メール等

掲示物・館内放送等

ＦＡＸ等

ＦＡＸ等

メール等

電話等

ＦＡＸ等

メール等

デジタルサイネージ・コミュニティビジョン

電

話

- 14 -
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内容【アラートが発表されたこと、具体的な行動、注意点等を明記】

対象者 情報伝達手段 場所 取　　　　　　　　　　組

<職員> 全庁掲示板（庁内ネットワーク）に掲載 屋内 担当各課は、関係機関へ連絡。

<幼稚園・小中学校>

<保育所>

<児童館・学童クラブ>等

学校メール、ほいくメール等
屋内

屋外
担当課から学校、保育所、保護者等へメール配信する。

<市民>

　<労働者>

　<屋外イベント等来訪者>

防災行政無線 屋外 危機管理課、消防本部（土日祝日）へ連絡し、放送を依頼。

<市民>

　<来庁者・施設利用者>

・庁内放送、館内放送

・入口、館内等に掲示

・各課窓口で啓発チラシ設置

屋内
広報広聴課、各行政センターへ連絡し、放送を依頼。

看板等を目につきやすい場所に設置する。

　<指定管理施設利用者> メールやＦＡＸで各指定管理者に連絡
屋内

屋外
園内放送や旗、看板掲示等を利用し、注意喚起を促す。

<市民>

青色パトロール車、ごみ収集車、消防自

動車等による

巡回広報

屋外 市民部担当者、各行政センターへ連絡し、巡回を依頼。

<市民>

・熱中症予防システム

・メール配信サービス（メルくま）

・聴覚障がい者用ファックス

（ＢｉｚＦａｘ）

屋内

屋外

熱中症予防システム：熱中症予防情報メールからアラート発表を通知できる

ようにする。（気象協会と調整中）

メルくま：アラートが発出されたときは、登録者に手動でメール配信する。

ＢｉｚＦａｘ：登録者に送信する。

地域子育て支援拠点利用者

<親子>
ＦＡＸ送信 屋内 地域子育て支援拠点（市内19か所）にＦＡＸ送信する。

熊谷市所管社会福祉法人

<高齢者・障害者等>
メール送信 屋内 熊谷市所管社会福祉法人（高齢者施設、障害者施設等）にメール配信する。

市営住宅高齢者世帯

<高齢者>
電話連絡 屋内 電話による注意喚起を行う。（期間中、数回）

【熱中症アラート発表時の伝達手段】（案）①

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」　資料２－２
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【熱中症アラート発表時の伝達手段】（案）②

対象者 情報伝達手段 場所 取　　　　　　　　　　組

<市民>
・市報くまがや７月号に掲載

・ホームページに掲載
屋内 事前に制度の周知を図る。

<外国人>
・ホームページ多言語対応

・日本語教室開講時等に周知
屋内

・ホームページで周知を図る。

・事業の開催時に、周知を図る。

<単身高齢者> 民生委員による見守り 屋内 啓発チラシを配布し、制度の周知を図る。

<農業従事者>
・農委だより７月号に掲載

・通知発送時に啓発チラシを同封等

屋内

屋外

制度の周知を図る。（可能であれば、ＪＡ発行の情報紙「ふれあい」への掲載や、ＪＡの窓

口にチラシの設置）

対象者 情報伝達手段 場所 取　　　　　　　　　　組

<市民>から<市民>へ

アラート発表時に、特定色の旗やハンカ

チなどをベランダ等屋外に掲げ、各々熱

中症への警戒合図とする。

屋外 市報の1ページを旗として利用するなど、市報で呼びかける。

<国民> LINEアプリによる啓発 屋内

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、厚生労働省がＬＩＮＥを活用し周知や

アンケートを行っている。

熱中症対策についても、ＬＩＮＥの活用は効果的であると考える。

【暑さ対策プロジェクトチームによる検討案】（来年度検討）

【事前周知】

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」　資料２－２
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今夏の検証について（案）

令和2年5月27日

令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

資料２－３ - 17 -
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

今夏の先行実施に関する検証の概要

1. 検証の目的：
（１）「熱中症警戒アラート（試行）」（以下、アラート）の発表についての国民の認知、どのような効果があっ

たか、伝達方法等の課題を把握し、より改善できる点がないかプロセスを確認。
（２）アラートの発表タイミングや地域単位、基準等の改善点等を確認。
（３）アラートの発表によりどの程度、実際に国民の熱中症予防行動に繋げることができたのか（熱中症の発生
予防にどの程度貢献したのか）等を元にアラート等の内容や周知方法に改善できる点がないか確認。

２．検証の方法：
（A）環境省・気象庁ほか関係者
・目的（１）について、両省庁で情報伝達等に関する技術的観点を振り返りを通じて検証する。
（B）地方自治体、教育関係、等
・目的（２）（３）について、適切な対応がとられていたかを、協力を得られる一部自治体／教育機関等
からアンケートやヒアリングを通じて検証する。
（C）メディア（テレビ、ラジオ、ウェブ等）
・目的（３）について、情報提供のタイミングや方法が国民に伝わりやすいものであったか、アンケート等を通じて
検証する。
（D）一般住民
・目的（２）（３）について、行動変容に繋がったかを、アンケート等を通じて検証する。
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

今夏の先行実施に関する検証の概要

３．検証の実施時期：
コロナウイルスの影響を勘案し、秋期に実施。
秋期で実施する狙いは、アラートの発表を認知したかどうかの確認、評価。
熱中症対策・行動の対応状況の変化、情報活用変化等を把握。

４．検証の対象：※詳細は４ページ、５ページ
（１）アンケート：関東甲信１都８県の市町村担当部局、事業者（メディア含む）、一般住民等

市町村・事業者等：全市町村・事業者数百程度、一般住民：最大1000名程度
（２）ヒアリング：主な市町村の担当部局、熱中症発生リスクの高い事業関係者等：10～20か所程度

※今後の新型コロナ等の状況次第では、全ての想定箇所で実施できるかは未定。

５．調査内容：※詳細は６ページ、７ページ
（Ａ）熱中症対策の現状：アラート運用以前からの熱中症予防対策状況

熱中症の発生状況の把握と対策の状況、暑熱環境情報の活用状況や
現場での監視状況、通常の（夏季前の）普及啓発状況等

（Ｂ）新たな情報の認知と活用状況の変化：
アラートの認知度、アラート含む暑熱環境情報の入手や活用状況の変化、
住民・施設利用者等への対応変化、反響の有無、アラート及び環境情報の評価

（Ｃ）次年度以降の情報への期待：令和3年度に向けたアラートを含む暑熱環境情報への要望
今後、情報を活用した対応策の強化等を進める意向の有無等
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

アンケート対象

検証の対象（１）アンケート：関東甲信１都８県の市町村担当部局、事業者、一般住民等
市町村・事業者等：全市町村・事業者数百程度
一般住民：最大1000名程度

①アンケートその１（市町村担当部局、事業者向け）
・調査専門会社によるWebアンケート方式

○対象自治体関係者
・関東甲信各市町村熱中症対策担当部局（関係省庁・都県経由で各部署に協力依頼）
・想定サンプル数：各市町村1部局、総数400程度
※関東甲信全市町村数
茨城県：44、栃木県：25、群馬県：35、埼玉県：63、千葉県：54、東京都：39
神奈川県：33、長野県：77、山梨県：22 …合計：392市町村

○対象事業者等
・熱中症リスクの高い事業者
（教育、老人保健施設、体育施設、スポーツイベント管理、労働職場、消防等）
・メディア（テレビ、ラジオ、Webサイト運営者）
・想定サンプル数：数百程度
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

アンケート・ヒアリング対象

検証の対象（１）アンケート：関東甲信１都８県の市町村担当部局、事業者、一般住民等
市町村・事業者等：全市町村・事業者数百程度
一般住民：最大1000名程度

②アンケートその２（一般市民向け）
・調査専門会社によるWebアンケート方式
（事前登録者を対象に、対象地域、年齢層、性別など枠を設定して実施）
・想定サンプル数：1000人程度

検証の対象（２）ヒアリング：主な市町村の担当部局、熱中症発生リスクの高い事業関係者等：
10～20か所程度

○関東甲信地方の主要な都県及び市町村熱中症担当部局から10部局程度
○熱中症リスクの高い事業者（教育関係、労働現場、老人保健施設・ケアマネージャー、体育施設・スポーツイ
ベント管理、消防等）から5団体程度

※詳細なヒアリング先は今後検討。関係省庁、主要自治体、検討会委員の方々に協力を依頼。
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

調査内容１

調査内容（１）①アンケートその１（市町村担当部局、事業者向け）

（Ａ）アラート運用以前の熱中症予防対策
・アラート運用前、2019年度までの熱中症対策の現状を調査
・熱中症への認識、組織内の熱中症発生状況の把握状況
・高温状況についての情報の入手、測定実施などの状況
・環境省・気象庁の取り組みの認知、新しい情報への期待度

（Ｂ）新たな情報の認知と活用状況
・アラート含む関連情報の入手と活用(現場への展開)状況
・現場での活用状況
・最終利用者（住民や施設利用者等）の反応（行動変化の有無など）
・アラートの評価（情報発表のタイミング、地域単位、発表基準等）
・この夏の熱中症発生状況
・アラート等の活用以外に強化した事項（暑熱環境測定実施、周知啓発内容の充実、手段の強化、熱中症
発生状況の把握の迅速化 等々）
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

調査内容２

（Ｃ）次年度以降の情報
・令和3年度以降の情報についての要望
・令和3年度以降の情報周知手段等についての要望
・令和3年度以降の組織としての熱中症対策強化の意向

調査内容（１）②アンケートその２（一般住民向け）
・熱中症への認知度、対策状況
・アラートを含む熱中症関連情報（関連サイト含む）の認知度、利用度
・アラート含む熱中症関連情報の入手状況、入手方法
・アラートを受けての行動の変化、対応の変化
・アラート含む熱中症関連情報の満足度、不満な点
・アラート含む熱中症関連情報の改善への期待内容

調査内容（２）ヒアリング
・①アンケートその１の内容を直接調査（項目は基本的に共通）
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料２－３

今後のスケジュール

６．検証に関する今後のスケジュール：

5月：アンケート・ヒアリングの計画（本資料）を検討委員会で検討

夏：アンケートヒアリング先を抽出
○自治体は一都八県各市町村
（アンケートは全市町村、ヒアリングは各都県1または2市町村程度を想定）
○対象部署の優先順位（ターゲット）を決定
・高齢者施設、・教育・学校施設、・農作業・労働現場、
・スポーツ、商業施設、公共交通、テーマパーク等

秋：アンケート・ヒアリングの実施
○アンケート：Web方式（自治体は郵送方式も検討）
○ヒアリング：訪問・電話
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令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３ 
 

 

1 
 

１. はじめに 

近年、熱中症による搬送者数が著しい増加傾向にあり1、国民生活に大きな

影響を及ぼしている。気候変動の影響を考慮すると、今後も、熱中症により

1,500 人以上が死亡した平成 30 年の夏のような災害級とも言える暑さが懸

念され2、熱中症対策は気候変動への適応の観点からも極めて重要である。 

これまで、気象庁の高温注意情報や環境省の暑さ指数（WBGT）によって国

民に注意を呼びかけられてきており、「熱中症」への対策についての国民の

意識は高まってきていると思われる。しかしながら、熱中症による死亡者数

や救急搬送者数は引き続き多い状態が続いていることから、国はどのように

情報を発信し、国民の効果的な予防対応行動に繋げるかが課題となっている。 

このような背景を踏まえ、環境省及び気象庁は連携し、熱中症の予防対策

に関する情報を国民に向けて効果的に発信することで、国民への注意喚起を

強化し、熱中症予防のための行動に繋げることを目指すこととした3。 

このため、「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」

（以下、検討会）において、熱中症予防対策に係る効果的な情報発信につい

ての詳細の検討を行っている。これまでの検討を踏まえ、今般、先行実施に

あたり、中間的なとりまとめを行った。 
 

２. 環境省及び気象庁における取組の概要 

環境省・気象庁が連携して、国民に向けた熱中症の予防と対策に関する

情報を効果的に発信するために、環境省の「暑さ指数（WBGT）」（熱中症救

急搬送者数との高い相関がある）と気象庁の「高温注意情報」（確立された

伝達経路を持つ）の両者の強みを活かした新たな情報発信を行っていくこ

ととされている。 

この情報発信について、令和２年度夏（７～10 月）は一部地域（関東甲

信地方の１都８県（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、

神奈川県、山梨県、長野県））で「高温注意情報」の発表基準を暑さ指数に

換え、「熱中症警戒アラート（試行）」（以下、アラート）として先行実施を

行い（関東甲信地方以外については従来の気温を基準とした高温注意情報

を継続）、その検証を踏まえ、令和３年度からは高温注意情報に代えて、新

たな情報として全国で本格運用される予定である。 

 

                                                   
1 2010 年以降毎年５万人程度で推移していたところ、2018 年には 9 万 5 千人超、2019 年には

７万１千人超の搬送者数が報告されている。（消防庁報告より） 
2 令和元年夏の熱中症による死者は 1,100 人以上と報告されている。（厚生労働省人口動態統計

より） 
3 令和 2 年 3 月 13 日付の環境省及び気象庁の報道発表資料より。 
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３. 熱中症予防対策に係る効果的な情報発信について 

熱中症予防対策に資する効果的な情報発信について、第１回及び第２回

の検討結果は以下のとおりである。 

 

（１）基本的な考え方 

熱中症予防対策に資する新たな情報発信であるアラートについては、以下

のような考え方を踏まえ、検討を進めることが適当である。 

 熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、アラートが、その

危険性に対する国民の「気づき」を促し、予防対応行動に繋がるものとなる

よう設計する必要がある。 

 熱中症の危険性が極めて高い暑熱環境が予測される際に、効果的にアラート

が活用されるよう、適切な頻度となるよう設定する必要がある。頻繁にアラ

ートが発表されると、国民に慣れが生じ、かえって国民の予防対応行動に繋

がらないおそれがあることから、真にアラートが必要な時に限って効果的に

発表されるべきである。 

 アラートについて周知する際には、アラートを受けてどのような予防対応行

動をとるべきかについての情報も、併せて周知する必要がある。その際、情

報の受け手によってアラートが発表された際に取るべき行動は異なること

から、受け手の特性に応じた配慮も必要である。 

 アラートは、受け手が理解しやすい内容となるよう、呼びかける内容や伝え

る内容を単純化する、具体的に取るべき予防対応行動を含める、名称や色づ

かいをわかりやすいものとする、等の工夫を行う必要がある。 

 熱中症対策については、アラートだけでなく、環境省や各主体が測定する

「暑さ指数」や、他の様々な情報と組み合わせて、より一層推進すること

が重要である。 

 国民や様々な関係団体（特に学校関係や医療・保健・福祉関係）に情報が届

き、実際の対策に結びつくように、関係省庁、自治体、報道機関、その他民

間企業等にアラートの周知や活用について協力いただくよう呼びかける必

要がある。 

 

（２）今夏の先行的実施（関東甲信地方（１都８県））と検証 

令和２年７月から関東甲信地方（１都８県）で予定している今夏の先行的

実施については、以下のような形で進めることが適当である。 

(ア) 発表概要（運用方法等）について 

 令和２年度夏においては、これまでの高温注意情報の発表基準を暑さ指数

に換え、「熱中症警戒アラート（試行）」として先行的に情報発表を実施す

る。 

- 27 -



令和２年度第２回「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 資料３ 
 

 

3 
 

 １都８県内のいずれかの環境省の暑さ指数算出地点で暑さ指数が 33℃以上

となることが予想された場合に、当該都県を対象にアラートを発表する。 

 アラートの発表基準は暑さ指数 33℃以上としても、暑さ指数 31℃以上にお

ける熱中症の危険性について、引き続き国民に注意を促す必要があることか

ら、国民にアラートが出なければ安全と誤解をされることのないよう、引き

続き従来の取組を最大限活用し、効果的な熱中症予防・対策の周知に努める。 

 アラートは都県単位で発表し、該当都県内の主な環境省の暑さ指数の算出地

点ごとに予想される暑さ指数も参考に情報提供する。その際は、国民のわか

りやすさも重視する（例えば「℃」の表記を取るなど工夫する）。 

 アラートは報道機関の夜及び朝のニュースの際に報道されることを想定し、

前日 17 時及び当日朝５時に最新の予測を元に発表する。 
 アラートは熱中症の危険性に対する「気づき」を促すものとするべきである

ことから、頻繁に発表・解除を繰り返すと情報の効果を損ねるため、一度発

表したアラートはその後の予報が変化し基準を下回っても取り下げない。 

 

（イ）情報発表時の国民の日常生活・運動における行動例について 

 アラートが発表された際に国民がどのような行動をとるべきか、例を示

し、事前に周知する。行動例を整理し、ホームページで示すだけでなく、

自治体や報道機関を通じた周知をお願いする等の取組に努める。 

 

（ウ）検証について 

 協力をいただける自治体や団体等とも相談をしながら、熱中症予防対策に

関する住民等へのアンケートやヒアリングを行い検証に役立てる。 

 令和２年度の先行的実施は関東甲信地方のみで実施するが、令和３年度の全

国展開を見据え、他地域についても暑さ指数等のデータの分析や検証を行い、

各地方におけるアラート発表基準等の検討に役立てる。 
 

（３）今後の検討課題（令和３年度からの全国展開を見据えて） 

  令和３年度からの全国展開を見据えて、今後検討を続けていくべき課題に

は次のようなものがあると考えられる。 

(ア) 発表概要（運用方法等）について 

（i）アラートの発表基準 

 季節（梅雨明けの時期等）や地域特性（例えば北海道と沖縄の差等）、暑さ

の持続時間／日数／変化率等を考慮した指標については、今後の検討課題と

する。 

 アラートの対象とする地域単位について、都道府県単位よりも細かい単位を

設定することについては、その実現可能性や情報の受け手に対する効果も加
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味し今後の検討課題とする。 

 適中率や補足率4を上げるための方法については、引き続き検討する。 

 

（ⅱ）アラート発表のタイミング 

 アラートを発表するタイミング（先行実施では、前日 17 時と当日朝５時）

については、先行実施を踏まえ引き続き検討する。 

 当日の実況値に基づくアラートの発表については、その必要性も含め、予防

対策の効果を確かめたうえで今後の検討課題とする。 

 

（ⅲ）アラートを発表する際に呼びかける内容 

 アラートを発表する際に呼びかける内容については、先行実施の検証を踏ま

え、令和３年度に向けて引き続き検討する。 

 高齢者や子供、障害者等の熱中症のリスクが高い方等に対する配慮について

は、今後の検討課題とする。 

 

（ⅳ）情報の伝達方法・経路について 

 名称や色づかい等については、情報の受け手である国民が理解しやすいもの

となるよう、令和３年度からの全国での本格実施に向け、引き続き検討する。 

 アラートの伝達については、各種団体に協力を呼びかけ、メールやアプリ、

ホームページ、デジタルサイネージ等の様々な媒体を活用することが望まし

い。具体的な方法については引き続き検討する。 

 

（イ）情報発表時の国民の日常生活・運動における行動例について 

（アラートの発表をどのような国民の予防対応行動につなげるか） 

 アラートが発表された際に国民がどのような予防対応行動をとるべきかに

関する情報の内容や周知方法については、令和３年度の本格実施に向けて、

先行実施も踏まえ、関係省庁や自治体等とも相談をしながら、引き続き検討

する必要がある。 

 

 

４. 最後に 

 環境省及び気象庁には、本報告書を踏まえ、令和２年度の先行実施にし

っかりと取り組んでいただきたい。本検討会では、秋以降にその状況を踏

まえ、令和３年度からの本格運用に向けた検証を行っていきたい。 

                                                   
4 適中率は、アラート発表時に熱中症による救急搬送が多く発生した割合。捕捉率は、救急搬

送が多く発生した時にアラートを発表していた割合。 
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「熱中症予防対策に資する効果的な情報発信に関する検討会」 
 

１．構成員等 

（委員）  （敬称略。五十音順。◎は座長。） 

朝比奈徳洋 株式会社セレスポ執行役員事業支援部副部長 

井田 寛子 気象予報士 

井上 保介 総合大雄会病院副院長救命救急センター救命救急科 

小川 謙司 東京都環境局地球環境エネルギー部長 

◎小野 雅司 国立環境研究所環境リスク・健康研究センター客員研究員 

川原 貴  日本スポーツ協会スポーツ医・科学専門委員会委員長 

小林 教子 熊谷市 市民部長 

日下 博幸 筑波大学計算科学研究センター教授 

戸田 芳雄 学校安全教育研究所 代表 

中井 誠一 京都女子大学名誉教授 

橋爪 尚泰 日本放送協会報道局災害・気象センター長 

堀江 正知 産業医科大学産業生態科学研究所所長 教授 

松尾 良太 一般社団法人日本イベント産業振興協会常務理事(兼)事務局長 

松本 吉郎 公益社団法人日本医師会 常任理事 

松本 孝朗 中京大学スポーツ科学部スポーツ健康科学科教授 

三宅 康史 帝京大学医学部救急医学講座教授・附属病院救命救急センター長 

目々澤 肇 東京都医師会理事（目々澤醫院院長)  

 

（事務局） 

環境省、気象庁 

 

 

２．令和２年度開催状況 

 第１回 ４月 22 日（水）13:30-15:30 ウェブ開催 

 第２回 ５月 27 日（水）15:00-17:00 ウェブ開催 
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